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１．事例の概要 

初産婦。子宮筋腫があった。妊娠３８週３日、妊産婦は破水感があり電話 

連絡後に受診した。医師は前期破水と診断し、入院管理となり、分娩監視装

置が装着された。医師は、分娩監視装置を装着し、妊産婦の腹部の痛みの自

覚は弱く、胎児の状態はリアクティブで、陣痛の周期は不規則であると判断

した。受診から約２時間に、妊産婦より断続的な痛みがあり我慢できないと

ナースコールがあった。助産師は分娩監視装置を装着したが、胎児心拍が聴

取できなかった。陣痛の発作が強く、妊産婦は陣痛の間欠期にも動けず発汗

も著明であったが、腹部の板状硬は認められなかった。助産師は超音波断層

法にて胎児心拍数は５０拍／分の徐脈を認め、助産師が胎児心拍数を確認で

きなくなってから３２分後に医師へ連絡した。医師は超音波断層法で胎児心

拍数は５０拍／分の持続的な徐脈で、胎児機能不全と診断し、他の医師へ連

絡した。医師の内診で、児頭の位置はＳｐ＋３ｃｍ、血性羊水や羊水混濁は

みられなかった。医師は、経腟分娩が可能と判断し、クリステレル胎児圧出

法の併用による鉗子分娩で胎児心拍数を確認できなくなってから５２分後に

児を娩出した。凝血塊と共に胎盤が娩出し、胎盤の母体面の約５０％に凝血

塊が付着しており、常位胎盤早期剥離の重症度（Ｐａｇｅ分類）がⅡ～Ⅲ度

と診断された。 
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児の在胎週数は３８週３日で、体重は２２６６ｇであった。臍帯静脈血ガ 

ス分析値はｐＨ６．５３５、ＰＣＯ２１４６．３ｍｍＨｇ、ＰＯ２１９．２ｍ 

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１２．１ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－３０．９ｍｍｏｌ／Ｌであ 

った。なお、臍帯動脈血ガス分析値は計測できなかった。アプガースコアは 

生後１分０点、５分１点（心拍１点）であった。バッグ・マスクによる人工 

呼吸、胸骨圧迫が開始された。生後１４分に気管挿管が行われ、当該分娩機 

関のＮＩＣＵに入院となった。生後約２時間、痙攣様の動きが認められ、脳 

低温療法の適応と判断され、高次医療機関のＮＩＣＵに搬送となった。生後

約５時間３０分から脳低温療法が実施された。頭部超音波断層法では、明ら

かな脳室拡大や出血は認められなかった。基底核から上衣下にかけて高輝度

領域が認められた。脳波検査では基礎活動がほぼ平坦で、極めて活動性が低

下している、明らかな突発波は認められないと判断された。生後３ヶ月の頭

部ＭＲＩ検査では、両側大脳半球の灰白質、白質は広範に変性しており、大

部分がＣＦＳに置換されている所見で、無酸素性脳症と診断れた。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医２名、産科医１名、小 

児科医２名と、助産師４名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による胎児低酸

素・酸血症であると考えられる。常位胎盤早期剥離の発症要因は不明である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠初期、中期の管理は一般的である。妊娠末期の妊婦健診では、胎児発

育評価、羊水量評価、臍動脈血流検査等が施行されており、一般的である。 

破水感を訴えて当該医療機関を受診し、入院するまでの経過は一般的であ



 - 3 - 

る。本事例の入院時の胎児心拍数陣痛図所見には、非反復性の軽度遅発一過

性徐脈が認められているが、基線細変動と一過性頻脈が認められ、児の健常

性の判断が難しい事例であり、医師が胎児の状態をリアシュアリングである

と判読したことの医学的妥当性には賛否両論がある。入院時、妊産婦より破

水後に胎動がなくなったことを助産師に伝えられているが、継続して胎児心

拍数モニタリングが行われることなく中断したことは一般的ではない。助産

師が胎児心拍数を確認できなくなってから医師へ連絡するまで３０分近くの

時間を要しており医師への連絡のタイミングは一般的でない。医師による胎

児徐脈の確認、他医師への応援要請、急速遂娩の施行は一般的である。助産

師が小児科医へ分娩立会いを依頼したことは一般的である。胎盤病理組織学

検査を行ったことは適確である。 

新生児蘇生、および高次医療機関ＮＩＣＵへ新生児搬送した判断は一般的

である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

   胎児心拍数陣痛図の判読について 

分娩にかかわる医師および助産師の胎児心拍数陣痛図の判読に関して、 

継続した教育による習熟を図ることが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

  助産師業務にいついて 

胎児心拍数が確認できないといった異常を発見した場合の医師への連絡 

体制を確認し、より迅速な対応がとれるように検討することが望まれる。 
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３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

   ア．胎児心拍数モニタリングの講習会について 

分娩にかかわる医師、助産師、および看護師の胎児心拍数モニタリ 

ングの判読に関する継続した教育の機会を提供し、その習熟を図るよ 

う取り組むことが望まれる。 

イ．常位胎盤早期剥離に関する研究 

     常位胎盤早期剥離における学会での診断技術の開発、さらなる診断 

精度の向上や早期診断に関する研究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

    特になし。 


